
生駒市条例第３号 

 生駒市個人情報保護条例及び生駒市情報公開条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成３１年３月２７日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市個人情報保護条例及び生駒市情報公開条例の一部を改正する条例 

 （生駒市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 生駒市個人情報保護条例（平成１０年３月生駒市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号中「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を「次の

いずれかに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。 

   ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録をいう。第３２条において同

じ｡)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用

いて表された一切の事項（個人識別符号を除く｡)をいう｡)により特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む｡) 

   イ 個人識別符号が含まれるもの 

  第２条中第８号を第１０号とし、第５号から第７号までを２号ずつ繰り下

げ、第４号を第５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  (6) 要配慮個人情報 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第

２条第４項に規定する要配慮個人情報をいう。 

  第２条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号



を加える。 

  (2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。 

  第６条第１項第５号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加え

る。 

  (5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨 

 （生駒市情報公開条例の一部改正） 

第２条 生駒市情報公開条例（平成２０年９月生駒市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第１号中「記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記録に記載

され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第２項において同じ｡)」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例（平成９年１２月生駒市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「第２条第５号」を「第２条第７号」に改める。 


